
南城市社協第 310 号 

令和 7 年９月１7 日 

  

  各区長・自治会長  殿 

 

社会福祉法人 

南城市社会福祉協議会 

会長 城 間 寿 史 

【 公印省略 】 

 

令和 7 年度「歳末たすけあい義援金」配分世帯の調査について（お願い） 

 

 秋涼の候 貴殿には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、１２月１日～３１日までの１ヶ月間は全国一斉に「歳末たすけあい運動」が展

開されますが、本会でも支援を必要とする人々に温かい手をさしのべるために「歳末た

すけあい運動」を実施します。区長・自治会長、民生委員児童委員の皆様方には毎年、要

援護世帯の調査等をはじめ本運動に対し多大なご協力を頂いておりますことに対し、衷

心より感謝申し上げます。 

 つきましては、時節柄ご多忙の折、誠に恐縮に存じますが、今年度も本運動の趣旨を

ご理解下さいまして、諸般の事情により生活に困っている世帯について別紙申請書によ

りご協力を頂きますようお願い申し上げます。 

 なお、義援金については、一方的な支給ではなく本人の希望（同意）によって支援を

行うこととし、その際、個人情報保護に特段の留意を払って頂きますよう切にお願い申

し上げます。 

 

 ※申請の際には、区長・自治会長、民生委員の連名による提出をお願い致します。 

また、民児委員の欠員地域については、区長・自治会長において調査及び提出をお願い

致します。 

記 

 

１．調査対象世帯  諸般の事情により生活に困っている世帯（※義援金配分要領参照） 

２．提 出 期 限  令和 7 年１1 月 21 日（金）  

３．義 援 金 支 給  令和 7 年１２月２４日（水）【予定】 

 

      

  ○提出先・連絡先 

南城市社会福祉協議会（南城市役所庁舎内） 

担当：地域福祉課 幸喜 一貴 

ＴＥＬ：９１７－５６９２ ＦＡＸ：９１７－５６９４ 

         

 


